小林市告示第１００号
　小坂ニュータウン宅地分譲要綱をここに公表する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添のとおり）

　　平成２２年　３月１９日

小林市長　　堀　 泰 一 郎
　　　小坂ニュータウン宅地分譲要綱

　（趣旨）

第１条　この告示は、宅地を購入して一戸建て住宅を建築することを希望される者に良質な宅地を供給するため、小坂ニュータウンの分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（申込人の資格）

第２条　宅地分譲の申込みをする者（以下「申込人」という。）の資格は、小林市に定住する意思があり自らが居住するための住宅を建設する者とする。

　（分譲申込み）

第３条　申込人は、宅地分譲申込書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

　(１)　納税証明書

　(２)　所得証明書

２　前項の宅地分譲申込書は、１世帯につき１通とする。

　（譲受人の決定方法）

第４条　１区画に１人の申込人があったときは、市長は、当該申込人を当該宅地を分譲する者（以下「譲受人」という。）として決定するものとする。

２　１区画に２人以上の申込人があったときは、市長は、区画ごとに公開抽選その他公正な方法（以下「抽選等」という。）により譲受人を決定するものとする。

３　市長は、抽選等を実施する場合は、宅地分譲抽選通知書（様式第２号）により当該抽選等の対象となった申込人に通知するものとする。

４　市長は、第１項及び第２項の規定により譲受人を決定したときは、宅地売却決定通知書（様式第３号）により当該譲受人に通知するものとする。

５　市長は、分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたと認めたときは、第１項又は第２項の規定による決定を取り消すものとする。

　（分譲の条件）

第５条　分譲の条件は、次のとおりとする。

　(１)　次条に規定する契約を締結した日から３年以内に住宅の建築工事に着手すること。

　(２)　前号の住宅は、店舗、事務所その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。ただし、風俗営業を目的とするものは除く。

　(３)　住宅完成後当該住宅に居住し、小林市の住民基本台帳に記録すること。

　(４)　次条に規定する契約の日から６年間は、第三者に所有権移転又は貸与しないこと。ただし、相続原因による所有権移転を除く。

　（契約の締結）

第６条　譲受人は、第４条第４項の宅地売却決定通知書を受領した日から14日以内に市長と契約を締結しなければならない。

２　譲受人が前項に規定する期間内に正当な理由がなく契約を締結しないときは、当該譲受人に係る第４条第１項又は第２項の決定はその効力を失うものとする。

　（契約保証金）

第７条　譲受人は、前条第１項の契約締結の際に分譲価格の100分の10に相当する額以上の金額（以下「契約保証金」という。）を納付しなければならない。

２　前項の契約保証金は、売買代金に充当するものとし、利息を付さない。

　（売買代金の支払）

第８条　譲受人は、第６条第１項の規定により契約を締結した日から起算して60日以内に売買代金を納付しなければならない。

　（宅地の引渡し）

第９条　市長は、売買代金の全額の納付を確認したときは、遅滞なく宅地引渡書（様式第４号）を交付し、宅地を譲受人に引き渡すものとする。

２　譲受人は、前項に規定する引渡しの日から当該宅地を使用することができる。

　（所有権の移転登記）

第10条　市長は、前条第１項に規定する引渡しを行ったときは、速やかに売買物件の所有権移転登記を行うものとする。

２　前項の所有権移転登記に要する経費は、譲受人の負担とする。

　（契約の解除）

第11条　市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

　(１)　第８条に規定する売買代金の納付がないとき。

　(２)　この告示若しくは契約条項に違反し、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

　(３)　譲受人から当該契約の解除の申出があったとき。

２　市長は、売買代金の納付の前に前項の規定により契約を解除する場合は、契約保証金は還付しない。

３　市長は、売買代金の納付後に第１項の規定により契約を解除する場合は、買戻し特約により売買代金を譲受人に返還し、宅地を買い戻すことができる。この場合において、当該売買代金から100分の10に相当する額の違約金及び譲受人の区画を販売するために要した経費を差し引き、差額の返還金には利子を付さないものとする。

４　市長が買戻しを行う土地に、質権、抵当権等の権利が設定されているときは、譲受人はこれらの権利を抹消するものとする。

　（原状回復義務）

第12条　前条の規定により市長が契約を解除したときは、譲受人は、自己の負担において当該宅地を原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、原形のまま返還することができる。

　（建築等に係る条件）

第13条　譲受人は、住宅を建設するときは、次の建築条件を遵守しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

　(１)　宅地を分割し、又は宅地の地盤高を変更しないこと。

　(２)　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離が1.5メートル以上離れていること。ただし、開放性の高いカーポート及び車庫兼倉庫等（２階建て以上は除く。）を建設する場合は、この限りでない。

　(３)　隣地境界線は、フェンス、生垣又はブロックとし、その高さは、1.5メートル以下とすること。

　(４)　前３号に定めるもののほか、第一種住居地域に係る規制を準用すること。

　（その他）

第14条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この告示は、平成22年３月23日から施行する。

　（野尻町の編入に伴う経過措置）

２　野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町小坂ニュータウン宅地分譲要綱（平成21年野尻町告示第16号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第１号（第３条関係）

宅地分譲申込書

年　　月　　日

　小林市長　様

小坂ニュータウンの下記宅地を買い受けたいので、小坂ニュータウン宅地分譲要綱を遵守の上、次のとおり申し込みます。

記

	希望区画番号
	


	ふりがな氏　名
	 eq \o\ac(○,印)　　
	生年月日

	住　所
	〒
	自宅電話番号

(携帯電話番号)

	勤務先
	名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	
	所在地

	同　居

予定者
	氏名
	続柄
	年齢
	職業

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	住宅建築着工予定年月日
	年　　　月



	
	受付日
	担当者印

	受付業者
	年　　月　　日
	

	協会支部会長
	年　　月　　日
	


様式第２号（第４条関係）

宅地分譲抽選通知書

年　　月　　日

　　　　　　　　様

小林市長　　　　　　印　

　　　　年　　月　　日に申し込んでいただきました区画番号　　の宅地につきましては、複数の申込みがありましたので、次により抽選を行います。

　なお、当日代理人の方が来られる場合は、委任状の提出をお願いします。

	宅地の番号
	　　　　　　　　　　　　　　　番

	面　　　積
	　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	価　　　格
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	抽選番号
	　　　　　　　　　　　　　　　番

	抽選日時
	　　　年　　月　　日　　　時

	抽選場所
	


　（注）指定した時間までに本人又は代理人が来られない場合は、申込みを辞退したものとみなします。

様式第３号（第４条関係）

宅地売却決定通知書

年　　月　　日　

　　　　　　様

小林市長　　　　印　

　次のとおり宅地を売却することに決定しましたので通知します。

１　売却物件

	宅地の番号
	　　　　　　　　　　　　　　　番

	面　　　積
	　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	価　　　格
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	契約保証金
	　　　　　　　　　　　　　　　円


　

２　契約等

　　この通知を受け取った日から14日以内に契約を締結するとともに、契約保証金を納入いただきます。

様式第４号（第９条関係）

宅　地　引　渡　書

年　　月　　日　

　　　　　　様

小林市長　　　　　印　

　　　　　年　　月　　日付けで契約を締結しました下記の宅地につきましては、売買代金全額の納入を確認しましたので、小坂ニュータウン宅地分譲要綱第９条第１項の規定に基づき、当該宅地を引き渡します。

記

引渡物件

	宅地番号
	所　　在
	地　　積

	　　　　　　番
	
	


